
春秋叙勲

大綬章

重光章 1 1 1 1

中綬章 1 2 3

小綬章 3 6 (1) 9 (1) 6 (1) 3 9 (1) 7 7

双光章 13 11 (1) 24 (1) 14 15 29 11 11

単光章 8 10 (1) 18 (1) 6 (1) 7 13 (1) 6 6

小計 25 27 (3) 52 (3) 27 (2) 27 54 (2) 25 25

大綬章 1 1

重光章 1 1

中綬章 8 4 12 5 (1) 2 7 (1) 4 4

小綬章 10 14 24 19 12 31 20 20

双光章 23 (1) 22 (2) 45 (3) 27 (4) 26 (5) 53 (9) 22 (5) 22 (5)

単光章 30 (4) 32 (1) 62 (5) 48 (10) 43 (5) 91 (15) 38 (7) 38 (7)

小計 72 (5) 72 (3) 144 (8) 99 (15) 83 (10) 182 (25) 85 (12) 85 (12)

97 (5) 99 (6) 196 (11) 126 (17) 110 (10) 236 (27) 110 (12) 110 (12)

（　　）は内数で女性

危険業務従事者叙勲

双光章 39 35 74 41 38 79 51 51

単光章 47 48 95 46 56 102 34 (1) 34 (1)

86 83 169 87 94 181 85 (1) 85 (1)

（　　）は内数で女性
（注）
旭日章

瑞宝章

春秋褒章

2 2

2 4 (1) 6 (1) 7 3 10

1 1 1 1 1 1

2 (1) 7 (1) 9 (2) 6 (4) 6 (2) 12 (6) 5 (1) 5 (1)

4 (1) 12 (2) 16 (3) 14 (4) 9 (2) 23 (6) 8 (1) 8 (1)

（　　）は内数で女性

（注）
紅綬褒章（自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した方）
藍綬褒章（公衆の利益を興した方又は公同の事務に尽力した方に授与）
黄綬褒章（業務に精励し衆民の模範である方に授与）
紫綬褒章（学術、芸術上の発明、改良、創作に関して事績の著しい方に授与）
緑綬褒章（自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる方に授与）

※褒状（表彰される方が団体である場合に授与）

緑綬褒章

黄綬褒章

紫綬褒章

藍綬褒章

計

紅綬褒章

（社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた方を表彰する場合に
授与）

（国及び地方公共団体の公務又は公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成
績を挙げた方を表彰する場合に授与）
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春 秋 計 春 秋 計 春 秋 計
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叙勲・褒章受章者数（宮城県）

区分
令和６年 令和７年 令和８年

春 秋 計 春 秋 計 春 秋 計
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